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〇五城目町学校給食費無償化補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校給食法(昭和２９年法律第１６０号。以下「法」という。)

に基づき実施する学校給食（以下「学校給食」という。）に関し、保護者（学

校教育法（昭和２２年法律第２６号。）第１６条に規定する保護者をいう。以

下「保護者」という。）の経済的な負担軽減と児童生徒の心身の健やかな成長

を促進するため、五城目町学校給食費無償化補助金を交付することについて、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

 （１） 五城目町立の小学校及び中学校（以下「町立学校」という。）に在籍 

  し、かつ、町内に住所を有する児童生徒の保護者 

 （２） 特別支援学校の小学部又は中学部に在籍し、かつ、町内に住所を有す 

  る児童生徒の保護者 

 （３） 町立学校以外の小学校又は中学校に在籍し、かつ、町内に住所を有す 

  る児童生徒の保護者 

 （４） その他、町長が特に交付することが適当と認めた児童生徒の保護者 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を

受けることができない。 

 （１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の規定により、教 

  育扶助を受けている場合 

 （２） 五城目町準要保護児童生徒就学援助費の支給を受けている場合 

 （３） 特別支援教育就学奨励費補助金を受けている場合。ただし、減免措置 

  等を受けていない額については、学校給食費無償化補助金の交付対象とする。 

 （４） 他市町村の制度により、学校給食費の補助又は免除を受けている場合 

  ただし、減免措置等を受けていない額については、学校給食費無償化補助金 

  の交付対象とする。 

 （５） 児童又は生徒の長期欠席、その他やむを得ない理由により、学校給食 

  の提供が中止されている場合。ただし、食物アレルギー等により完全弁当持 

  参の場合は、１食分につき学校給食費単価額を上限として、学校給食費無償 

  化補助金の交付対象とする。 
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（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、法第１１条第２項の規定に基づく保護者が負担すべき学

校給食に要する経費（以下「学校給食費」という。）相当額の１０分の１０以

内とする。 

 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする保護者は、町長が指定する期日までに学

校給食費無償化補助金申請書（様式第１号）を児童生徒が在籍する町立学校の

校長を経由し、町長に提出しなければならない。ただし、第２条第１項第２号、

第３号及び第４号に規定する保護者は、直接町長に提出するものとする。 

 

（交付決定） 

第５条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、補

助金の交付の可否を決定（以下「交付決定」という。）し、当該保護者に、補

助金を交付するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第６条 第４条ただし書に規定する保護者は、学校給食費無償化補助金請求書（本

人用）（様式第２号）に学校給食費受領等証明書（別紙１）を添付し、当該年

度の学校給食終了後に直接町長に提出するものとする。 

２ 町長は前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

 

（代理受領及び代理請求） 

第７条 第２条第１項第１号に規定する保護者は、補助金の請求及び受領に関し

て、町立学校の校長を代理人とする。 

２ 委任を受けた町立学校の校長は、当該保護者に対して請求する学校給食費相

当額を限度として、当該保護者に代わって支援金を学校給食費無償化補助金請

求書（代理人用）（様式第３号）に児童生徒喫食計画及び実施報告書（別紙２）

を添付して請求し、受領する。 

 

（交付決定の取消し等） 

第８条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還

させることができる。 

 （１） 第２条第１項に規定する要件を満たさなくなったとき。 
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 （２） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （３） その他町長が必要と認めるとき。 

（その他必要な事項） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長

が別に定める。 

 

  附 則 

（施行期日等） 

 １ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


